
知的財産の有効活用が、 
あなたの会社の 
未来の羅針盤になる。 
あなたの会社にもあるはずの「知的財産」。知的財産は、放っておけば宝のもちぐされ。

ときには、特許権の侵害や情報の流出など、企業にとって損害をもたらすことも少なく

ありません。しかし、知的財産のことを知り、しっかりと管理・運用すれば、それは企業

経営を大きく飛躍させる力となります。 

中小企業庁・中小企業知的財産啓発普及事業 

全国商工会連合会・日本商工会議所 

・特許庁 
・各経済産業局 
・工業所有権情報・研修館 
・発明協会 
・中小企業基盤整備機構（中小企業・ 
  ベンチャー総合支援センター） 

・都道府県等中小企業支援センター 
・日本弁理士会 
・日本貿易振興機構（JETRO） 
・日本弁護士連合会 
・弁護士知財ネット 
　　　　　　　　　　　  　　  他 

各支援（専門）機関 

相 談 

取 次 

知財駆け込み寺 

中小企業者 

商工会・商工会議所（約3,000ヵ所） 

知的財産に関するご質問・ご相談は 

「知財駆け込み寺」まで 
詳細は 

最寄りの商工会・都道府県商工会連合会、商工会議所   
までお問い合わせください。 


